
（
自
動
車
事
故
報
告
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

自
動
車
事
故
報
告
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
百
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
（
裏
）
中 「

１
乗
合
旅
客
２
貸
切
旅
客
３
乗
用
旅
客

４
特
定
旅
客
５
無
償
旅
客
６
一
般
貨
物

（
イ
特
別
積
合
せ
貨
物
ロ
そ
の
他
）

７
特
定
貨
物
８
特
定
第
二
種

」

を 「
１
乗
合
旅
客
２
貸
切
旅
客

４
特
定
旅
客
５
一
般
貨
物

（
イ
特
別
積
合
せ
貨
物
（
ロ

６
特
定
貨
物
７
特
定
第
二
種

３
乗
用
旅
客

そ
の
他
）

」

に
改
め
る
。

平成˜š年�月˜˜日 水曜日 (号外第˜››号)官 報

第
二
条
第
一
項
中
「
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
」
の
下
に
「（
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）」
を
加
え
る
。

第
三
条
の
見
出
し
を「（
苦
情
処
理
）」に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
前
項
の
苦
情
の
申
出
を
受
け
付
け
た
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
営
業
所

ご
と
に
記
録
し
、
か
つ
、
そ
の
記
録
を
整
理
し
て
一
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

苦
情
の
内
容

二

原
因
究
明
の
結
果

三

苦
情
に
対
す
る
弁
明
の
内
容

四

改
善
措
置

五

苦
情
処
理
を
担
当
し
た
者

第
四
条
の
見
出
し
を「（
運
賃
及
び
料
金
等
の
実
施
等
）」に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
地
方
運
輸
局
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
業
用
自
動
車
（
運
送

の
引
受
け
が
営
業
所
の
み
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。）に
運
賃
及
び
料
金
に
関
す
る
事
項
を
公
衆
及
び
事

業
用
自
動
車
を
利
用
す
る
旅
客
に
見
や
す
い
よ
う
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

目
次
中
「
第
三
章

運
行
管
理
者
（
第
四
十
八
条
）」を
「
第
三
章

運
行
管
理
者

第
一
節

運
行
管
理
者
の
選
任
等
（
第
四
十
七
条
の

第
二
節

運
行
管
理
者
資
格
者
証
（
第
四
十
八
条
の

第
三
節

運
行
管
理
者
試
験
（
第
四
十
八
条
の
十
e

二
e

第
四
十
八
条
の
四
）

五
e

第
四
十
八
条
の
九
）

第
四
十
八
条
の
十
四
）
」に
、「
第
六
章

雑
則
（
第
五
十
四
条
）」を
「
第
六
章

指
定
試
験
機
関
（
第
五
十
四
条
e

第
七
章

雑
則
（
第
六
十
七
条
・
第
六
十
八

第
六
十
六
条
）

条
）

」
に
改
め
る
。

（
空
港
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

空
港
管
理
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
若
し
く
は
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
免

許
を
受
け
た
者
、
同
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
」
を
「
一
般
旅

客
自
動
車
運
送
事
業
」
に
改
め
る
。

（
自
動
車
運
送
事
業
等
監
査
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

自
動
車
運
送
事
業
等
監
査
規
則
（
昭
和
三
十
年
運
輸
省
令
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
第
九
十
四
条
第
二
項
」
を
「
第
九
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
運
輸
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
三
十
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で

削
除

第
三
十
五
条
中
「
事
業
計
画
」
の
下
に「（
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
に
あ
つ
て
は
、
事
業
計
画
及
び
運

行
計
画
）」を
加
え
る
。

第
三
十
六
条
第
二
項
中
「
事
業
区
域
」
を
「
営
業
区
域
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
第
二
項
中
「
タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
臨
時
措
置
法
」
を
「
タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
特
別
措
置
法
」
に

改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
、
事
業
区
域
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
、
特
定
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
及
び
無

償
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
」
を
「
及
び
特
定
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
中
「
事
業
区
域
」
を
「
営
業
区
域
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
第
十
五
号
中
「
タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
臨
時
措
置
法
」
を
「
タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
特
別
措
置
法
」

に
改
め
、
同
条
第
十
八
号
中
「
第
四
十
二
条
の
二
第
十
三
項
」
を
「
第
四
十
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
の
前
に

次
の
節
名
及
び
一
条
を
加
え
る
。

第
一
節

運
行
管
理
者
の
選
任
等

（
運
行
管
理
者
の
選
任
）

第
四
十
七
条
の
二

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
事
業
の
種
別
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
営
業
所
ご
と
に
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
種
類
の
運
行
管
理
者
資
格
者
証
（
以
下
「
資

格
者
証
」
と
い
う
。）を
有
す
る
者
の
中
か
ら
、
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
数
以
上
の
運
行
管
理
者
を
選
任
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
運
賃
又
は
料
金
が
対
時
間
制
に
よ
る
場
合
を
除
き
、
地
方
運
輸
局
長

が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
運
賃
及
び
料
金
の
額
を
事
業
用
自
動
車
内
に
お
い
て
事
業
用
自
動
車
を
利
用
す
る
旅

客
に
見
や
す
い
よ
う
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
第
一
項
中
「
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
。」
の
下
に
「
第
四
十
八
条
の
十
第
一
号
イ
を
除
き
、」

を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
五
号
中
「
限
定
す
る
」
の
下
に
「
条
件
が
付
さ
れ
て
い
る
」
を
加
え
る
。

第
六
条
中「（
法
第
四
十
二
条
の
二
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
削
る
。

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
事
業
の
休
止
及
び
廃
止
等
の
掲
示
）

第
七
条

法
第
十
五
条
の
二
第
六
項
（
法
第
三
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
法
第
三
十

八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
掲
示
を
す
る
と
き
は
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
休
止

し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
日
の
少
な
く
と
も
七
日
前
ま
で
に
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
（
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
を
除
く
。）は
、
営
業
区
域
の
休
止
又
は

廃
止
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
く
ほ
か
、
休
止
し
、

又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
日
の
少
な
く
と
も
七
日
前
に
そ
の
旨
を
営
業
所
そ
の
他
の
事
業
所
に
お
い
て
公
衆
に
見

や
す
い
よ
う
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
第
二
項
中「（
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
、
特
定
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
及
び
無
償
旅
客
自
動
車

運
送
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
削
る
。

第
十
五
条
中
「
、
特
定
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
及
び
無
償
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
」
を
「
及
び
特
定
旅
客
自

動
車
運
送
事
業
者
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
中
「
事
業
計
画
」
の
下
に
「
又
は
運
行
計
画
」
を
加
え
、「
見
易
い
」
を
「
見
や
す
い
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
、
特
定
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
及
び
無
償
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
」
を
「
及
び
特

定
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
中
「
事
業
区
域
」
を
「
営
業
区
域
」
に
改
め
る
。
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